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１．「もんじゅ」に関する基本的認識（1/2）

• 「もんじゅ」は日本が国策として推進している高速炉路線に関して、
次プラント（国産の高速炉実証炉）に反映してゆくための基盤データ
（Na冷却発電炉の特性、安全性、運転性、保守性、他）の取得を
目的に建設された原型炉。

• 加えて、将来の高速炉に関する「安全性強化を目指した研究開発」
として、新規制基準に係る技術要件を模索する役割も期待されている。

• 一方、発電炉でもあるという観点から、研究炉を超えたプラントの安全・
安定な運転維持管理 等が要求されている。

• さらに、Na冷却炉は電力でも運転経験がなく、新しいものを動かす
という観点等からも、軽水炉を上回る安全意識をもって運営にあたる
ことが必要である。
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１．「もんじゅ」に関する基本的認識（2/2）

一方において、
• 「もんじゅ」はナトリウム冷却高速増殖発電炉の初号機であることから、

① 設備の健全性を確認する「保全プログラム」の核となる保全計画は
ゼロから作り上げなければならない。

② 保全計画を作成するに際して必要な、設備・機器の劣化度合い、
故障頻度、寿命等の蓄積されたデータが極めて少ない。

• 「もんじゅ」は「原型炉」として、運転・保守データを取得し、
適切な保全計画を開発する事が重要な役割の一つだが、
運転しないと十分なデータが得られない。

• 研究開発段階炉の特殊性から機器数が多く、ﾅﾄﾘｳﾑ冷却炉の特殊性
から、ループ毎にナトリウムを抜き取った後に点検を行うなど、
軽水炉にはない制約がある。
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こうした制約や条件を踏まえた保守管理の対応が必要



２．建設時からの経緯
・「もんじゅ」は国主導の下、国内各電力やメーカの英知を結集して建設。
・平成22年に性能試験を再開するも、炉内中継装置落下トラブルや、

平成24年の保守管理不備等により、現在でも停止状態。
（暦年）

S58～H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

原子炉設置許可
(S58.5)

建設工事着工
(S60.10)

性能試験開始
(H4.12)

初臨界
(H6.4)

初送電
(H7.8)

ナトリウム
漏えい事故

(H7.12)

原因究明と総点検

原因究明と再発
防止策の検討

もんじゅ全体の総点検

（科学技術庁、動燃）

原子力

政策円

卓会議

高速増

殖炉懇

談会

「もんじゅ」
開発の

位置付け

原子力長期

計画策定

サイクル機構⇒
地元自治体への

改造工事事前了解願い
(H12.12)

地元自治体
安全審査入り了承

(H13.6)

改造工事
地元了解
(H17.2)

国による
安全性の確認

原子炉設置

変更許可

もんじゅ改造

工事等設工認

安全性総点

検改善事項

の確認

改造工事
本体工事

開始
(H17.9)

終了
(H19.5)

プラント確認試験
及び性能試験前
準備・点検開始

(H19.8)
（原子力安全・保安院

原子力安全委員会）

終了
(H22.1)

H22

炉内中継装置落下
（H22.8）

H23

炉内中継装置
引き抜き完了（H23.6）

性能試験再開（H22.5）
炉心確認試験
(H22.5-H22.7)

JCO臨界事故
東海再処理施設
火災・爆発事故
→「動燃改革」

スーパー
フェニックス廃止

核燃料サイクル開発機構発足

中央省庁再
編

日本原子力研究開発機構発足
原子力政策大綱

新耐震指針 新潟県中越沖地震

H24 H25 H26 H27

東日本大震災
東電福島第一事故

保守管理不備
（H24.11）

保全プログラム導入
（H21.1） 保安措置命令

保安規定変更命令
（H25.5）

性能試験

集中改革期間

もんじゅ改革

運転停止期間（14年以上） 運転停止期間（5年以上）

新原子力

政策円卓

会議

（第1保全サイクル
）

（第2保全サイクル
）

（原子力規制委員会）
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原子炉運転実績：
5,300時間

発電実績： 883時間



３．保守管理不備の経緯 (1/3)

• H24年11月に保守管理不備の問題を確認して以降、原子力規制委員会
（NRA)からの保安措置命令を受け、改善に取り組んできたが、
未だNRAから認められる改善が出来ていない。

平成20年11月 ：原子力安全・保安院（当時）の方針を受け、軽水炉供用期間中と同等の保全計画作成を開始

平成21年 1月 ：保全プログラムを導入
（十分な技術的根拠や実績に基づくデータがない状況下で 2か月という短期間で計画を策定）

平成24年11月 ：点検時期の延長／点検間隔・頻度の変更手続きに不備 （保守管理不備）

12月 ： ＜第36条 保安措置命令、第67条 報告徴収＞

平成25年1月 ：命令に対する報告書提出

5月 ： ＜第36条 保安措置命令、第37条 保安規定変更命令＞
（平成25年6月、9月の保安検査で違反・指摘を受領）

9月、11月 ：命令に対する報告書（その１、その２）提出

（平成25年12月、平成26年3月、9月の保安検査で違反・指摘を受領）

平成26年12月 ：命令に対する報告書提出

平成27年3月 ： ＜原子力規制庁の保安措置命令に関する対応方針＞

（平成27年3月、6月の保安検査で違反・指摘を受領）

9月 ： ＜第67条 報告徴収＞

10月 ：報告徴収の報告書提出

11月 ： ＜原子力規制委員会から文部科学省に勧告＞
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「もんじゅ」
集中改革



【保全プログラムの導入経緯】

○ H20年10月、原子力安全・保安院（当時）より
示された方針を受け、軽水炉と同様に
H21年1月より保全プログラムを導入。

○ 保全プログラムの中核となる保全計画を
２カ月足らずの期間で策定。

⇒十分な技術的根拠や
点検・補修の実績データがないため、
従前の点検内容やメーカ推奨等を基に作成。
そのため保全計画は多くの問題を内包。

➢ 保全対象範囲の過不足

➢ 保全重要度分類の未了による影響

➢ 点検内容・頻度等の技術根拠が不十分

➢ 現場の状況の点検内容への反映が不十分 など

⇒保全計画の実施を支える要領類の
最適化や職員の修練等は
実践しながら修正していく計画であった。

【第15回もんじゅ安全性確認検討会（H20年10月22日）
原子力安全・保安院資料より抜粋】

「もんじゅ」は、使用前検査の段階であるが、初臨界から１４年を経過し
、今後試運転を再開しても２年以上これを行うことを考慮すると、設備
の重要度に応じ、劣化の状況を踏まえ適切な保守管理が行われる必
要がある。原子炉等規制法に基づく研究開発段階炉規則の改正等（
新検査制度に係るもの）により、事業者は、保安規定等を改正し、来
年１月から使用前検査中の設備であっても、保全プログラムを作成し
、計画的に劣化の状況を把握し、健全性を維持することが義務付けら
れることになった。当院は、原子力機構が、今回確認された保守管理
上の問題*を十分に踏まえた保全プログラムを作成しているか保安検
査等で厳格に確認することとする。

＿：下線は、出典資料に元々引かれていたもの
* ：ナトリウム漏えい検出器誤警報（H20.3）、屋外排気ダクトの腐食孔（H20.9）
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保守管理の実施方針及び保守管理目標

保全活動管理指標

保守管理の有効性評価

保全活動管理指標の
監視

保全対象範囲
保全重要度

保全計画の策定

保全の実施
点検補修結果の評価

保全の有効性評価

＜保全プログラム＞

不適合管理
是正処置等

３．保守管理不備の経緯 (2/3) ～保全プログラム～



保守管理不備確認
（H24.11）

報告徴収の
報告書提出
（H25.1）

報告書提出
（その1:H25.9）
（その2：H25.11）

報告書提出
（H26.12）
補正
（H27.2）

報告徴収の
報告書提出
（H27.10）

【H24.12】
違反① 点検期限超過

【H25.3】
違反② 点検期限超過
【H25.6】
違反③ 点検期限超過
【H25.9】
違反④ 点検期限超過

【H25.12】

監視① 保全計画に適切に
機器が登録されていない

監視② 点検方法が保全計画と
要領で一致していない

【H26.3】

違反⑤ 保全計画に従った点検未実施
（可視可能範囲のみ点検）

違反⑥ 未点検機器の確認作業不備
（所大でのチェックの不備）

違反⑦ 訂正印による保全計画の訂正

監視③ 点検等の不備 （重複登録、
点検不十分、有効性評価不十分）

【H27.6】

違反⑪ 保修票等の未処理 ※

監視⑤ 記録紙の紛失 ※

報告徴収
（H27.9）

保安措置命令
報告徴収
（H24.12）

保安措置命令
保安規定変更命令
（H25.5）

・保守管理不備問題の確認以降、命令に対する報告書の提出・補正を繰り返しているが、
原子力規制委員会より保安規定違反・監視の判定を繰り返し受領。

【H27.9】

違反⑫ 非常用D/G点検の
調達管理の不備 ※

違反⑬ 機器ごとの
安全重要度分類の
設定不備 ※

３．保守管理不備の経緯 (3/3)
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【H27.3】

違反⑧ 原子炉補機冷却系
配管点検不備

違反⑨ 重要度分類の
QMS文書制定不備

違反⑩ 特別採用設備の
技術評価不十分

文科省へ勧告
（H27.11）

【H26.9】
監視④ ITVの故障

対応不備

注※：自ら不適合処置を行い、申し出た事象

～保安規定違反の指摘～



【平成25年10月～平成27年3月に原子力機構改革と並行実施】

• 「もんじゅ」を理事長直轄組織とし、
理事長を本部長とする「もんじゅ安全・改革本部」を設置。

• 保守管理体制と品質保証体制の再構築、未点検機器の解消、保全
計画の見直し等への取組み開始

• 第１／第２ｽﾃｰｼﾞの改革と並行して、保守管理不備の問題に関する
根本原因分析（RCA）を実施し、そこから出された対策を実施

【平成26年12月に原子力規制委員会に報告書を提出するも、
その後にも保守管理や品質保証に関する問題が顕在化。】

４．「もんじゅ」集中改革について（1/7）

・ 「もんじゅ」改革として各種の改革・打ち手を実施してきたが、
結果として十分な効果を挙げていない
←根本的な課題への切り込みが不十分
←長期停止による、職員の運転・保守に関するｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ低下も影響
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（経緯）

体制の改革 風土の改革 人の改革

必要な点検、保全計画の見直し後、保安措置命令に対する報告書 及び保安規定変更申請を提出

平成２６年１２月２２日

【主な対策】
・「もんじゅ」体制の強化
・経営資源（予算・人材）の

集中投入
・ﾒｰｶ、協力会社との連携強化

もんじゅ安全・改革本部設置
基本計画/実施計画を策定

保守管理体制の再構築 品質保証体制の再構築 現場技術力の強化

第２ステージ（平成２６年１０月～平成２７年３月）

【主な対策】
・理事長、所長と職員直接対話
・小集団活動による業務改善
・コンプライアンス活動

【主な対策】
・マイプラント意識の醸成
・シニア技術者の活用による

技術の継承
・人事評価制度の見直し

第１ステージ（平成２５年１０月～平成２６年９月）

第1ステージ改革で対策不十分な課題に対して集中対応

【主な対策】
・組織再編を実施
・保全計画の見直し
・未点検機器の特定と対応

【主な対策】
・品質保証体制の強化
・ＱＭＳ*文書の制改定
・ＣＡＰ*の本格運用

【主な対策】
・職員の育成・教育
・メーカ、協力会社との連携

による現場技術力向上

４．「もんじゅ」集中改革について（2/7）
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ＲＣＡ実施

【実施事項】
・発生した

ﾄﾗﾌﾞﾙ(違反)の
発生原因の
RCA分析を
実施。

↓
４種類の組織
課題を抽出

注＊ QMS：Quality Control System  ,   CAP：Corrective Action Plan 



• 過去に実施したＲＣＡ から、導出された４種類の組織課題に対し、
ここから78件の対策を展開。

①管理機能が不足
（管理者の役割と責任が不明確、組織としての対応が不十分、他）

②チェック機能が不足
（組織としてのルール遵守の定着化不十分、品証室等のチェック不十分、他）

③保全に係る技術基盤の整備が不足
（技術的対応が不十分、技術要員や力量不足、他）

④安全最優先の意識と取組みが不足及び安全文化の劣化
（意識改革不足 他）

保守管理不備に関するＲＣＡ対策について

４．「もんじゅ」集中改革について（3/7）

• ＲＣＡから導出された課題点（対策）は２種類
ー＞即刻 解決すべき技術的事項（ポイントー１）、継続的に改善すべき体制整備（ポイントー２）

対策が有効であったかの評価（PDCAのC,A）が未了
（対策が十分実施されていないもの ＋ 他の対策が必要なもの）
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（第１ステージ詳細）
基本方針（3項目） 課題 対策項目（１４項目）

【体制の改革】

発電プラントとして

自立的な運営管理体制の
確立

○ 強力なトップマネジメント
により安全最優先の徹底

○ 安全で自立的な運営管

理を遂行できる組織・管
理体制の早急な確立

○ 安全な運営管理を着実

に実施できるマネジメント
能力の改善

【対策１】理事長を本部長とする「もんじゅ安全・改革本部」による改革の推進

【対策２】「もんじゅ」組織、支援組織の強化

【対策３】トップマネジメントによる安全確保のための経営資源の集中投入

【対策４】保守管理方法、業務の進め方の見直し

【対策５】電力会社の運営管理手法の導入

【対策６】メーカ・協力会社との連携強化

【風土の改革】

安全最優先の組織風土
への変革

○ 強力なトップマネジメント
により安全最優先の徹底

○ 安全最優先を徹底できる
組織風土への再生

【対策７】安全統括機能、リスクマネジメント及びコンプライアンス活動の強化

【対策８】安全最優先の意識の浸透

【対策９】保守管理体制・品質保証体制の強化

【対策１０】安全文化醸成活動、コンプライアンス活動の再構築

【人の改革】

マイプラント意識の定着と
個々人の能力を最大限
発揮できる現場力強化
への改革

○ 高い技術力の育成、
モチベーションの高揚

【対策１１】「もんじゅ」を運転する意義の浸透、マイプラント意識の定着

【対策１２】運転・保守技術等に関する教育充実、技術力を認定する
制度の確立

【対策１３】原子力機構やメーカのシニア技術者による技術指導

【対策１４】「もんじゅ」の運転・保守から得られる技術を蓄積し、
技術継承を図る

（平成２５年１０月～平成２６年９月）

４．「もんじゅ」集中改革について （4/7）（参考）
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（第２ステージ詳細）

４．「もんじゅ」集中改革について （5/7）（参考）

【集中課題１】保守管理体制の再構築

具体的な課題 実施した対策

・経営層の保守管理のｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ機能が不十分 ・「もんじゅ」を理事長直轄組織
・もんじゅ運営計画・研究開発センターを新設

・豊富な経験を有する保守管理技術者が不足 ・プロパー職員の異動、採用、
・電力からの技術者の追加支援

・点検等の予算を十分確保できなかった ・点検等のための追加予算措置

・点検数量が膨大。 ・保守管理業務支援システムを構築。

・メーカー間の調整や契約手続きが複雑化 ・４メーカと包括的複数年契約を締結

・保守担当者の育成が十分でない ・保守担当者個人ごとに育成計画を作成

・誤記、点検実績の誤り、機器の重複記載等 ・保全計画の全面的な確認による見直し

・プラント工程を変更する際、点検工程との整合性を
十分確認できていなかった

・工程の整合性を確認することをルール化

・点検要領標準化の取組みが不足 ・標準点検要領書の作成マニュアルを整備

12

主
要
課
題

○管理機能の不足
管理者自らがプレーヤーとなりマネージャーとしての意識が不足していたため、業務の段取りの整備や、担当者の
業務実施状況の確認が不十分で、保守管理における管理機能が十分に発揮されていなかった。

○保全に係る技術基盤の整備不足
保守管理に係る課題に対し本質的な対応 （保守管理に係る要領類や保全計画の見直し、点検要領標準化への

取組、QMS理解への取組等） が十分でなく、これらを実施する要員、体制が不十分であった。



（第２ステージ詳細）

４．「もんじゅ」集中改革について （6/7）（参考）

具体的な課題 実施した対策

・トップマネジメントが適切に評価できる情報をインプット
出来ていなかった

・マネジメントレビューを年度ごと２回以上に増加
・品質保証専任副所長及び各課に品質保証担当者を配置
（横串機能強化）

・品質マネジメントシステム文書類の維持管理が不足 ・品質マネジメントシステム文書類の制定・改正

・不適合管理要領に誤った判断につながる記載
・不適合管理の対応の遅れ

・所長以下幹部で情報共有し、不適合を検討する
是正処置プログラム（ＣＡＰ）を導入

・業務の進捗管理等を行う取組みが不足
・課員が抱える業務上の課題等の把握や指導が不足

・業務内容と工程を明確にする業務管理表の作成

・品質保証に関する教育が十分でない ・保守管理上の不備に関する教育を実施
・ＩＳＯ９０００ 外部研修の受講

・幹部は、安全を最優先とする意識を現場の業務にまで
浸透できていなかった

・安全最優先の組織への変革を目指した「松浦宣言」を公表
・「もんじゅ」において職員と理事長の直接対話実施

・課員が抱える業務上の課題等を共有し、相談する風土が
十分に醸成されていなかった

・安全文化の醸成や関係法令及び規定の遵守に関する
約３０の小集団活動を実施

【集中課題２】品質保証体制の再構築

13

主
要
課
題

○横串機能の不足
組織としてルール遵守意識が不足。これを是正すべき品質保証室等による横串機能が十分に働いていなかった。

○最優先の意識と取組の不足

点検期限超過等の保守管理状況の実態把握が不足。 現場の安全を最優先とする意識や資源確保等への取組が
不足。 また、過去のＲＣＡの対策取組へのフォローも不足していた。



（第２ステージ詳細）

４．「もんじゅ」集中改革について （7/7）（参考）

具体的な課題 実施した対策

・教育計画の設定が不十分
・教育内容が保守管理ＰＤＣＡを回すためには不十分

・個人ごとの育成計画を策定し管理
・運転を見据えた運転担当者及び保守担当者のＯＪＴ教育項目
の明確化し、Ｈ２７年度から反映

・不適合管理等の品質保証への理解が不十分 ・品質保証担当者を中心に、ＱＭＳ研修を実施し、内部監査員
として認定

・不適合管理に係る実例を用いた反復教育等を実施
・現場作業従事の時間確保を図る環境整備
・法令要求のある資格取得の促進

・協力会社の技術者の技術力向上 ・技術力強化に向け、協力会社技術者の実習等について
電力会社やメーカにおいての研修実施を調整。

【集中課題３】現場技術力の強化

14

主要課題 ○現場技術力の不足
体制を再構築し、定着を図るための基礎能力の向上と再稼働を見据えた現場技術力の強化が不足



５．現状の課題認識

（ポイント－１）
（即刻解決すべき技術的事項）

ー＞① 「保全計画」が内包する問題対応
ー＞② 未点検機器の解消
ー＞③ ＲＣＡ分析からの課題への対策

実施と評価
ー＞④ 不適合事案の処理

（ポイントー２）
（継続的に改善すべき体制整備

＝QMS改善活動）
ー＞① 保守管理体制と品証体制の定着

（自律的なＰＤＣＡ）
ー＞② 継続的な安全確保の体制整備
－＞③ 軽水炉を上回る安全要求に

応える改善活動

（ポイントー３） （潜在する根本的な課題） 過去の改革でも解決できなかった根本的な課題

－＞ 人材、ﾘｿｰｽ（資金）面の課題、 職員の資質・力量面（視野、ｺｽﾄ感覚、危機感・
ｽﾋﾟｰﾄﾞ感の不足、ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ、指示待ち、同じﾐｽを繰り返し 他）

安全確保の為に必要なこと
＝ 従来からの改善活動 （RCA/もんじゅ改革から導出された課題

理事長の民間からの視点
＝ 就任以降で痛感したこと

15



（ポイント－１）： 即刻解決すべき技術的事項

６．現状の課題への対応状況（１／４）

課題点と実施事項 現状 今後の取組

保全計画
通りの
保全を実施

① 保全計画が内包する
問題の解決
（保全計画の見直し）

・安全重要度分類の再整理 ： 完了

・保全方法の技術的根拠の整備 ：
実施中

・技術的根拠に基づく保全の
有効性評価方法の高度化：

追加実施中

➢来春までに

重要設備の保全計画の見直し
を完了
（後述するｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ体制での

活動を活用）
（H28年5月）

② 未点検設備の解消
・未点検設備の点検

・未点検機器の点検：B系列分完了
７５％完了

・安全重要度変更に伴う追加点検：
３８%完了

➢来春までに
残るA系列／C系列、追加の
未点検機器の点検を全て完了

(H28年3月)

保安規定に
従った
保守管理と
品質保証を
実施

③保守管理不備に係る
RCA対策の実施

・RCA分析より
78の具体的対策を抽出： 実施中

➢1月までに

実施中対策の有効性評価を実
施（PDCAのC）

➢評価結果により対策の修正・
追加を予定（PDCAのA）

④ 不適合事案の処理 ・保守管理不備に係る不適合
不適合の除去： ７０%完了

➢来春までに

保守管理不備に係る不適合事
案の処理完了

(H28年5月)共通：進捗状況の見える化を推進中

16



具体的な課題点

・機器ごとの安全重要度分類の未設定により、適切で
ない保全重要度分類に基づく保全内容を設定

・十分な技術根拠に基づく保全内容・頻度になって
いないものがある

・現場の実際の状況に則した保全内容になっていない

・設備台帳との不整合、誤記・記載漏れ
・設備の二重登録や増設設備等の登録漏れ
・長期停止における機器の劣化度合や使用条件を

踏まえ、特別な保全計画に移すべきものがある
・保全内容・頻度が十分な技術根拠に基づいていない

・ 点検実績の管理等がＩＴシステム化されておらず、
膨大な機器を手作業で管理していた。

・ 過去の点検実績の明確な記載がないため
次回点検期限が不明確

H21.1
保全計画策定

H25.1
10次改訂

H25.11
15次改訂

H26.12
20次改訂

H27.春以降

オールジャパン体制
による改善活動

保全計画の
全面的な確認作業

（ローラー作戦）

保全計画策定後、保全の最適化に
向けた保全計画の見直しを
十分に進めてこなかった。

保守管理業務
支援システムの導入

前回点検実績
及び次回点検期限

の明確化

PDCAによる
改善の継続

17

保全計画の課題点：保安措置命令解除に必要な保全計画の改善の範囲の判断が適切でなかった。
そのため、最初から抜本的な見直しを行わず、段階的に改善範囲を拡大していくこと
となり、結果として時間を要した。

保全計画の
改善範囲

６．現状の課題への対応状況（２／４）
保全計画が内包する問題対応 ～保全計画の問題～



特別採用機器の点検完了率 保守管理不備に係る不適合の完了件数

・未点検機器の解消に向けて、計画的な保全作業を推進
・不適合の処置など、自律的にPDCAを回す活動を加速中

「技術的根拠に基づく合理的な保全計画への抜本的見直し」
について、オールジャパンで人員を大幅投入し、対策を加速
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６．現状の課題への対応状況（４／４）

（ポイントー２） ： 継続的に改善すべき体制整備＝QMS改善活動

課題点 実施事項 現状 新たな視点を加味した活動

①
保
守
管
理
体
制
・
品
証
体
制

自律的にPDCAが
回る組織

・業務管理表による管理 ・業務管理表：整備済み（4月）
・実行する組織になるように、組織の

MVS*1 制定（6月）
・KPI *2 による進捗状況管理を強化

（工程表の進捗ﾌｫﾛｰ等）

➢ﾗｲﾝ管理職の徹底指導
（毎日のﾓｰﾆﾝｸﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞにて、

具体例にて指導を実施）

ラインで業務が
確実に行える組織

・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ能力の高い
人材の登用

・適材適所のﾗｲﾝ配置

・ﾗｲﾝの体制：整備済み（4月）
・各階層の責任・権限を定め、指導を

実施（6月）

➢ﾗｲﾝ体制の固定化

➢ﾗｲﾝ補助要員の強化

十分な品質で業務
が実行できる組織

・品証室の強化 ・品証専任の所長代理、室長、
担当者を配置（4月）

・ISO等外部研修の受講

➢さらなる品証室の強化
11月よりﾒｰｶからQMS専門家を
2名招聘

➢信賞必罰の制度を運用

②
継
続
的
な
安
全
確
保

プラントの運営に
必要な技術力を
備えた人材の配置

技術の蓄積・継承

・プロパー職員増員
・実務経験者採用
・電力の指導技術者の配置
・若手職員の電力への派遣

・プラント保全部にﾌﾟﾛﾊﾟｰ増員
（ﾌﾟﾛﾊﾟｰ率：34%⇒44%）（～本年4月）

・保守担当者の力量評価と
教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの運用を開始

➢ﾌﾟﾛﾊﾟｰ中心の指導・啓発

➢業務引継ぎﾙｰﾙの明確化

自分の責務を誠実
に遂行する意識

・理事長講話、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・
指導による意識刷り込み

・理事長講話・階層別面談等
（H27年度 7回実施延べ67名）

・理事長ﾒｯｾｰｼﾞを全職員に配信

➢業務の重要性／意義の
教育

*1： Mission / Vision / Strategy， *2：Key Performance Indicator 
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７．潜在する根本的な課題（１／４）

課題点 実施中の対策と評価 今後の更なる対策

人材面
・少数(40%)のﾌﾟﾛﾊﾟｰが

多数(60%)の出向者を
十分リードできていない

・若年プロパーのスキル

・機構内全体から短期的に、
ｴｰｽ級人材を50人規模で投入

（Na取扱技術者、燃料取扱技術者

を中心に配置）
→依然として人材の問題は未解決

経験が少ない人材の活用のため、
・保守管理業務のＩＴ化・ｼｽﾃﾑ化を

強力に推進
・ﾃﾞｰﾀや作業手順の標準化
（後述するｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ体制にて活動）

・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾒﾆｭｰの充実化（検討中）

リソース（資金）面
・予算が年度区切り

・国家予算の制限により、
保全活動に必要な予算が
限定されてきた

（機構の見積／予算請求の甘さ）
（電力に比較して、集中して使用可能

な予算が限定）

・重要な点検は複数年契約として

計画的な運用を開始（～H26年）

→依然として 単年度の運用は
以前通り避けられない状況

（今年度対策として）
・機構全予算の10%以上を集中
・機構内予算の理事長特別枠

として、対策費用を投入
→依然として 予算不足の状態が継続

・さらなる費用合理化でQCDの同時
成立を推進

（Q：quality C：cost D：delivery）

（ﾀﾞｲｴｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとして機構大にて
展開中）

・次年度以降の予算確保に向けて
監督官庁と連携

20

（ポイントｰ３）：理事長の民間からの視点での潜在する根本的な課題（1/3）



課題点 実施中の対策と評価 今後の更なる対策

職員の資質・力量
・発電炉に対する経験不足
・危機感・スピートﾞ感不足

・ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ不足
PDCA不調、
指示待ち体質

・同じ様なﾐｽを繰返す
・約束したことが

実行できていない

・改革を繰り返しても
いっこうに解決できない

・電力からの支援による
啓蒙活動

・理事長によるﾌｫﾛｰ

・KPIによる見える化
・職員の適材配置

・組織（ﾗｲﾝ）によるﾌｫﾛｰ徹底
・RCA分析による対策

→依然として 職員の資質・力量
の問題は未解決

→20年間の停止で、
5年後10年後を見越した 十分
な組織・人づくりが出来ていな
かったと反省。
加速度的な人の育成が必須。

・ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ体制での課題への取組み
機構内ﾒﾝﾊﾞｰに加えて、
設計製作ﾉｳﾊｳを有するﾒｰｶｰ、
運転・保守の経験とｽｷﾙを有する電力
等の民間の知恵を結集した
ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ体制で、

①潜在する根本的課題が他にないか
の洗出し作業

②顕在化した課題への対策加速
等を実施
ex. 保守管理業務のﾌﾟﾛｾｽ総合ﾁｪｯｸ（チームＡ）

保全計画改定・有効性評価（チームＢ、Ｃ）
IT化・ｼｽﾃﾑ化推進（チームＤ）
悪さ処の深掘り検討（チームＹ）

・ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝの高い若手職員教育に力点

①中期的に職員の教育ｼｽﾃﾑの充実
②成功体験を積ませる
③徹底的なﾌｫﾛｰ（成果はﾌｫﾛｰに比例）

７．潜在する根本的な課題（２／４）
21

（ポイントｰ３）：理事長の民間からの視点での潜在する根本的な課題（2/3）



７．潜在する根本的な課題（３／４）

長期間の運転停止

外部環境（社会＝エネルギ情勢）が変化

職員の意欲・電力／ﾒｰｶのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞの維持困難

組織運営、プラントの保守・運転に関する
マネジメントに長けた人材が不足

機構内のマネジメント不良
・長期的なビジョンの欠如
・教育の欠如
・ＩＴ化、システム化の遅れ
・組織ＩＱの低下
・抜本的対応への踏込の甘さ

H2１ 完成度の低い保全計画を導入

3.11以降 規制側のﾊｰﾄﾞﾙが上がる

ＱＭＳ*1、ＱＣＤ*2上の問題として表面化

【現時点で考えている
根本的な課題の主要な要因】

①長期停止期間中に行われた種々の課題対応が
限られた範囲の検討により行われたこと
（結果として抜本的対応になっていなかった）

②規制や外部環境の変化への対応が遅れたこと

③結果的に職員のﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝや、協力していた
電力・ﾒｰｶのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞが維持困難となったこと

【これからの対応】

①理事長の提示した計画(11/2公開面談時)を
体制強化のうえ着実に実施

②措置命令での指摘事項は、作業を加速させて
来春すぎまでに解消する

③組織の根本的な問題については、
民間の協力を得つつ、
さらに時間をかけて深掘り＋解消を目指す
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（ポイントｰ３）：理事長の民間からの視点での潜在する根本的な課題（3/3）

*1： Quality Management System
*2： Quality Cost Delivery



職員比率 （平成27年度） 職員の経験年数 （保全部門）

もんじゅ全体

保全部門

【現存する課題点】

• H21の保全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ導入以降、機構内より保全分門要員を大幅増員。
－＞依然として保全部要員の職員比率は4割程度に留まっている。

• ﾒｰｶ／電力派遣者の大半は原子力のﾒﾝﾃﾅﾝｽｽｷﾙを持ったﾒﾝﾊﾞｰ
であるが、数年単位の任期付き。

• 少数のﾍﾞﾃﾗﾝのﾌﾟﾛﾊﾟｰが、多数の経験年数の少ないﾒﾝﾊﾞｰをﾘｰﾄﾞ
（教育）してゆく構図となっている。

■ 職員
■ 電力派遣者
■ メーカ派遣者

（平成27年9月現在）

総員２９０名
（うち電力４０名）

総員１４９名
（プロパー率44%）

（参考：
総員１９５名／平成17年度）

（参考：
総員７１名／平成17年度）
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７．潜在する根本的な課題 （４／４）（補足）

【参考：関西電力大飯発電所(4基)の例】

保全職員（約150名）

メーカ駐在職員
（約30社 約1,500名）

非常駐メーカ職員
（ﾋﾟｰｸ時 約3,000名）

人材面での課題点



オールジャパン体制の発足（平成27年12月1日～）

もんじゅの保安管理体制内に、機構内関連部門、電力、メーカの力を結集した
「オールジャパン体制」を発足させ、活動を開始

○ もんじゅに潜在するあらゆる課題を体系的に摘出
○ 保守管理のＰＤＣＡを自律的に機能させるために

不可欠な業務基盤整備を加速
○ 早期に保守管理業務の健全化を図る

８．ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ体制での根本的な課題対応
24



保全計画改定・
有効性評価（チームＢ・Ｃ）

保全に係わる業務システムを再構築

プロセス
総合ﾁｪｯｸ（チームＡ）

① ＱＭＳ文書の合規性確認
②保守管理プロセスの詳細確認

QMS
文書

保安規定

インプット

作業要領

アウトプット

規定と整合しているか？

要求事項を満足しているか？

手順は明確か？

要求事
項は明
確か？

【文書チェックポイント例】

潜在する課題を
洗い出し、
保守管理要領へ
反映

保守管
理プロ
セス

保全対象範囲の策定

保全計画の策定

保全の実施

保全重要度の設定

点検・補修等の
結果の確認・評価

技術根拠と一体となった
保全計画の策定

点検

結果評価

保全の有効性評価 有効性評価の改善

取組み事項（例）保守管理プロセス

保守管理に係る規定類の
改善
・保全対象範囲見直し
・保全重要度設定フロー見直し

など

保守管理のＰＤＣＡｻｲｸﾙが
自律的に回るべく

業務システムを再構築

IT化・ｼｽﾃﾑ化推進
（チームＤ）

設備・機器データベース

保修票
システム

保守管理業務
支援システム

不適合
システム

改善

改善改善

新規

従来の手作業のIT化、
各ｼｽﾃﾑの連携化
により一元管理

現状は、手作業や個別のシステ
ムで業務を管理⇒システム化

※通常の業務体制で実施
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８．ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ体制での根本的な課題対応 （参考）



平成27年度 平成28年度

4 7 10 1 4 7

保守管理不備RCAの対策実施

（特別採用技術評価含む）

○ 未点検設備の解消

品質保証の仕組み・運用方法改善

○ 根本原因分析に基づく対策の実施と品質保証の改善

保全計画見直し

○ 保全計画の見直し及び保守管理体制の強化

保安検査 等

予防処置の計画的処理

Ａセル系

継続的改善

改善後の仕組運用、文書適正化、
成果物チェック等

Bセル系等

不適合管理委員会、CAP情報連絡会等の運用を改善

是正処置計画への反映

保守管理業務支援システム機能強化（アラート機能改造、管理単位変更等）

Cセル系

安全重要度分類の変更に伴う保全計画変更 保全計画の見直し
（保全単位、技術根拠、要領標準化）

点検記録の評価
（保全の有効性評価）

是正処置実施、効果の評価
（強化期間）

第１回
（6/4-24）

第２回
(9/3-16)

第３回 第４回◆67条報告
(10/21)

第１回

継続的改善

９．今後の機構の対応スケジュール
（保守管理不備への対応）

保守管理体制の改善
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９．今後の機構の対応スケジュール
（潜在する根本的な課題 対策）

平成27年度 平成28年度

4 7 10 1 4 7 10 1

○ 人材面

○ リソース面の強化

○ 職員の資質・力量の強化

実務経験者採用
（10月4名、11月1名）

他拠点等からの異動・補強
（4月2名、7月1名、9月4名、10月1名）

プロパー中心に人材確保・適材適所の配置の継続実施

IT化・システム化・標準化

プロパー中心に人材補強

設備点検仕様の標準化 （ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝﾁｰﾑ活動【ﾁｰﾑB】 保全計画改訂の成果物）

メーカ・協力会社との連携による
コスト削減：継続実施 機構全体でキャンペーン実施

（JAEAダイエットプロジェクト）
コスト削減検討の継続実施コスト削減

職員の意識改革・責任感
と誇りの醸成

民間の力を借りた
オールジャパン体制での
根本的課題への取組み
（顕在化した課題への対策
加速）

職員の教育ｼｽﾃﾑ充実

理事長訓示・講話・メッセージなど
（訓示3回、講話7回67名、適宜継続）

徹底的なフォローによる職員の意識改革
（ライン各階層の職責・役割の指導、規程化、MM/CAP/部長会等において繰り返し徹底的に刷り込み）

・保守管理業務支援システム
・保修票管理システム
・不適合管理システム

個人ごとの育成シートの運用
スキル評価基準の策定 など

保全部門各課のスキル評価
育成シートへの反映

保守員の力量評価に基づく技術力向上の仕組みの運用

メーカのQMS活動経験者による指導
（保守管理業務の自主的総点検、内部監査等を通じて職員を徹底指導）

【チームＡ】 保守管理ﾌﾟﾛｾｽ総合ﾁｪｯｸ

【チームB】 保全計画改定加速

【チームC】 保全の有効性評価

根本的課題に対する対策実施

オールジャパン体制で
潜在する根本的課題が
他にないかの洗出し

根本的課題の洗出しと
対策の立案

【チームＤ】
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根本的課題への対策立案に
関する議論を開始（12月）

システム詳細設計
（業務フロー、導入手順など）

システム製作・
導入

システム化検討
（優先度高いものを選定）



• 「もんじゅ」は監督官庁指導の下、開発成果を出していくのは機構の責務。

• 過去に発生させた保守管理不備に対し、機構として平成25年10月～
「もんじゅ」集中改革を実施したが、十分な成果を挙げられていない。

• 現時点で機構の考える課題認識は、以下の3点に分類。
ポイントー１：「保全計画」や未点検機器などの技術的課題
ポイントー２：継続的に改善すべき体制整備
ポイントー３：人材、リソースなどの潜在する根本的な課題

• 以上を踏まえ、機構は国民の信頼を得るために、早期に顕在化した課題
を解決するとともに、自律的にＰＤＣＡが回る組織を目指す。

• 長年染み付いた悪さ処＝根本的な課題 を解消すべく、
今一度原点に立ち返り、潜在する問題が他にないかを含めて
徹底的に洗い直し、地道な改善活動を浸透させていく。

• これらを実行・加速させるため、電力、メーカの協力を得た
オールジャパン体制の活動を展開する。

10．まとめ
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原子力発電所の保全について 
～電気事業者における点検漏れ事象への対応の事例等～ 

平成28年 1月 28日 

電気事業連合会 

文部科学省
参考資料７



 １．電気事業者における点検漏れ事象への対応の事例等 

 

 ２．まとめ 

1 



 １．電気事業者における点検漏れ事象への対応の事例等 

 （１）平成22年島根原子力発電所の点検漏れ事象 

2 



3 原子力発電所の運営体制 

【設備工事】 
プラントメーカ 

【点検工事・保守】 
工事会社 

【運転・保守】 

原子力事業者 

・原子力事業者は、発電所運営にかかる全体方針を

策定し、一義的責任をもって運営を行う（運転計画

の策定、工程管理、予算管理、安全管理等）。 

・プラントの運転操作や放射線管理などを、直営で行

う。 

・プラントメーカ、工事会社と一体となって、保全活動を

実施する（管理業務が中心）。 

・プラントメーカ、工事会社は、定期検査時等に、原子

力事業者と一体となって、保全活動を実施（現場作

業が中心）。 

（主な役割） 

原子力事業者の責任の下、メーカ等と一体で、マイ
プラント意識を持ったきめ細かな保全活動を実施。 連携 



原子力発電所の保全プログラムについて 

○総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会 検査の在り方に関する検討会に
て「原子力発電施設に対する検査制度の改善について」（平成18年9月7日）が取り
まとめられ、「保全プログラム」に基づく保全活動に対する検査制度の導入（平成21年
1月より導入）が行われることになった。 

【具体的な保全プログラムのイメージ】 

保全計画 

（Ｐｌａｎ） 

保全の実施 

（Ｄｏ） 

保全の評価 

（Ｃｈｅｃｋ） 
経年劣化等の観点から
現状の保全活動が適切
か評価 

保全の見直し
（Ａｃｔｉｏｎ） 

保全の継続的改善（
PDCAサイクルを回す）
による信頼性向上 点検方法を見直す場

合、評価を実施 
・点検時の状態評価 

・劣化傾向の評価 

・類似機器の実績による
評価 

・研究成果等の評価 

4 



保全に関するトラブル事例 

＜経緯＞ 

事象の経緯 

 時 期 概  要 

平成22年1月 ・島根原子力発電所1号機（以下、島根1号機）において「点検計画表」上、点検済

となっていた機器が実際には点検されておらず、自ら定めた点検時期を超過して
使用していたことが判明。その他の機器についても確認し、当該機器含め123機
器について、点検期間どおりに点検されていないことが確認された。 

平成22年3月 ・社長を議長とするリスク戦略会議の下にリスク管理を所管する副社長を責任者と
する緊急対策本部を設置。 

・これらの不適合に関して健全性を確認したが、改めて点検を実施することとし、1

号機を自主的に停止。 

・経済産業大臣および原子力安全・保安院より指示文書受領。 

平成22年6月 ・「点検計画表」と工事記録等を照合し、点検時期を超過していると考えられるもの
を511機器確認し、機器の健全性に影響を及ぼすものがないことを確認すると同

時に、直接原因、根本原因および再発防止対策を取りまとめた最終報告書を取り
まとめた。 

平成22年8月 ・2号機点検完了報告 

平成23年1月 ・1号機点検完了報告 

5 

＜島根原子力発電所の概要＞ 

 所在地：島根県松江市 

  1号機：電気出力 46万ｋＷ（ＢＷＲ） 営業運転開始 １９７４年３月（２０１５年４月営業運転終了）  

  2号機：電気出力 82万ｋＷ（ＢＷＲ） 営業運転開始 １９８９年２月 



点検時期を超過した機器【511機器】 

・点検時期を超過していた５１１機器の健全性評価を実施した。 

 なお、日々の運転管理業務として、２４時間体制での運転監視、日 

 常的な機能確認や１日２回の巡視点検等を行っている 

外観点検、動作確認等の代替点検を実施〔H22.4〕 
 

 511機器について異常のないことを確認 

    「点検計画表」に記載されている方法で点検を実施 
  

1号機全数（349機器中）〔H23.1.6〕、２号機全数（162機器) 
〔H22.7.27〕について、健全性を確認 

点検時期を越えていた機器への対応 6 



点検計画表のとおり、点検が実施されなかった主な問題と直接原因 

【問題１】点検計画表の一部に妥当でない点検内容や記載の誤りがあった 

点検計画表に点検できない内容や点検実績を誤って記載していた 

【問題２】点検計画表の要求に対し、一部の点検が実施されていなかった 

 点検計画表から工事仕様書に適切に情報を取り込まなかった等 

【問題３】点検していない機器を点検計画表に点検済みと記載していた 

 設備主管課から連絡がなければ点検をしていなくても実績が入力されていた   

 点検計画表の作成・変更、工事仕様書の作成手順の見直し及び手順書類の 

  整備を行う  

再 発 防 止 対 策 

直 接 原 因 

直接原因と再発防止対策について 7 

 加えて，「点検計画表」を，より適切に管理できるものに見直すとともに，EAM（統

合型保全システム）を活用した保守管理による人的エラーの低減を図る  



①不適合管理を適切、確実に行うための仕組みが不足していた 

②規制要求事項の変更に速やかに対応してマネジメントできる仕 

   組みが十分でなく適切な対応ができなかった 

③組織・風土に関し、｢報告する文化」、｢常に問いかける姿勢」が 

   組織として不足していた 

• 本社・経営層と発電所との間で連携が十分でなく、そのため、検査制度変更に対 

 応した適切な施策等の速やかな業務運営への展開が不足していた 

 また、発電所も経営層に現場の状況を伝える活動が十分でなく、「報告する 

 文化」が不足していた 

• 設備の健全性が確保されていれば、その後速やかに行うべき不適合管理 

 は後回しでも問題ないと考えるなど、一部に新たなルールに順応できず、過 

 去の手順等で判断することがあり、「常に問いかける姿勢」が不足していた 

根本原因について 8 



②原子力部門の業務運営の仕組み 

 強化 

①業務運営プロセスの改善 

②マネジメント 

①不適合管理 

③組織・風土 

原子力品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの充実 

③原子力安全文化醸成活動の推進 

根本的な原因 再 発 防 止 対 策 

根本原因と再発防止対策について 9 



■ 不適合管理が適切、確実に行われ、また不適合の

判断が限られた箇所で決定されること等がないよ

う、不適合管理プロセスを改善する｡ 

○「不適合」とは、本来あるべき状態とは異なる状態のことで、広範囲の不具合事
象が対象となる。 

 不適合判定検討会の設置 

 不適合管理を専任で行う担当の設置 

 不適合管理の必要性や基準に関する教育の実施  

〔主要施策〕 

再発防止対策①業務運営プロセスの改善（１） 10 

 EAM（統合型保全システム）の活用  



不適合が懸念 
されるすべて 
の不具合情報 

担当者が判断せず、 
迷わず検討会へ 

不適合処置の実施 

複数のメンバーにより、不適合管
理の要否や管理レベル等を決定 

不適合と判定された 
情報を全て公開 

不適合判定検討会 

※．不適合管理検討会に代えて設置 

 発電所内に、不適合管理を専任で行 

 う担当を設置 

 担当者が迷うことなく適切に検討会 

 に持ち込めるよう、不適合管理の必 

 要性や基準について、実務に即した 

 教育を実施 

再発防止対策①業務運営プロセスの改善（２） 11 

 EAMを活用して、担当者が迷うこと 

 なくシステム登録する運用に変更 



■ 国の検査制度変更など、規制要求等の状況変化に 

 速やかに対応し、適切に管理できる仕組みを強化 

 する｡ 

 原子力部門戦略会議の設置 

 原子力安全情報検討会の設置 

 部制の導入  

〔主要施策〕 

再発防止対策②原子力部門の業務運営の仕組み強化（１） 12 



再発防止対策②原子力部門の業務運営の仕組み強化（２） 13 

 

   

           

  

 

規 

制 

要 

求 

部制の導入による統括機能強化 発電所 

本社 
経営層 

活動状況報告 

 

 機 能 

原子力部門の課題を統括し、

検査制度変更等に対応するた

めの全体計画を策定 
 

 構成員 

・本社部長、マネージャー 

・発電所長、部長、課長ほか 
 

 

活
動
状
況
報
告 

 機 能 

本社、発電所からなる検討会で、

個別の検討課題に連携して対応 

 構成員 

・本社マネージャー、副長 

・発電所課長、副長ほか 
 

原子力部門戦略会議 原子力安全情報検討会 



■ 経営における原子力の重要性や地域社会の視点 

  に立った安全文化の大切さを全社（関係会社・協 

  力会社を含む）で醸成する活動を推進する。 

原子力強化プロジェクトを主体とした安全文化醸成活動の推進 

原子力安全文化有識者会議の提言を踏まえた安全文化醸成
施策の検討 

〔主要施策〕 

原子力安全文化の日の制定 

再発防止対策③原子力安全文化醸成活動の推進（１） 14 



全社 

毎年６月３日を「原子力安全文化の日」とし、安全文化の大切さを全社で確認する。 

経営層 

第三者視点からの提言 

半期ごとに 

再発防止対策の実施状況、 

問題点の改善状況を報告 

ご意見等
の把握 

原子力安全有識者会議 
※．社外有識者を中心に構成 

原子力強化プロジェクト 
※．社長直属の組織 

対話活動の充実 地域の皆さま 
島根原子力本部 

島根原子力発電所 

指示･ 

承認 
報告 

発電所業務プロセス 

改善活動の支援 等 

原子力安全文化 

醸成活動を推進 

再発防止対策③原子力安全文化醸成活動の推進（２） 15 



予防保全   時間基準保全 
 
 
 
       状態基準保全   
 
 
 
事後保全 

  ａ．設備診断技術を使った点検 

  ｂ．巡視点検 

  ｃ．定例試験 

保全方式の選定（JEAC4209（原子力発電所の保守管理規定）） 

 
○経年劣化事象及び偶発事象を勘案し、保全重要度を踏まえた上で保全実績、劣化、故障モード
等を考慮し、効果的かつ効率的な保全方式を選定する。  
 【時間基準保全】 
  ・関係法令等で時間基準保全が要求されている場合 
  ・消耗品の取替えを定期的に実施する必要がある場合 
  ・運転経験や劣化の進展予測から、定期的な保全が妥当と判断する場合  等 

 【状態基準保全】 
  ・主要な劣化、故障モードに対応した状態監視データを適切に採取及び評価することにより、     
   故障の兆候が捉えられ、また適切な時期に点検・補修等の処置ができる場合 

 【事後保全】 
  ・機器の故障があった場合に原子炉施設の安全性、供給信頼性に与える影響が小さいと判断し     
   た場合は、事後保全とすることが可能 

保全方式選定の考え方 

運転中の状態監視を含む 保
全
方
式 

保全重要度を勘案
して保全方式、方
法、頻度等を計画
する。 

＜参考＞保全計画の策定について（１） 16 



◇部位ごとの劣化メカニズムや故障データなどを考慮して点検計画を体系化していく。 

設備 

名称 

設備/ 

機器名称 

保全 

重要度 
保全方式 点検・試験内容 周期＊ 

○
○
系
統 

○ 

○ 

設 

備 

○○ポンプ ○ 時間基準 

保全 

分解点検 13ｶ月 

非破壊試験 13ｶ月 

漏えい試験 13ｶ月 

機能・性能試験 13ｶ月 

現状の点検計画 

部位 機能 部材 
劣化メカニズム 保全方法 

（検知方法） 事象 因子 

主軸 送水 ステン
レス鋼 

割れ 応力腐食 

割れ 

検査 

振動測定 

疲労 検査 

振動測定 

劣化メカニズム整理表 

考慮すべき劣化メカニズムを整理、評価に参照する。 

機
能 

部
位 

劣化 

メカニズ
ム 

現状の保全 

保全実績 評価 
保全方式 保全タスク 周期

＊ 

送
水 

主
軸 

割れ 時間基準
保全 

1.分解点検
(1)VT、PT 

(2)寸法測
定 

(3)清掃 

１C 過去の点検
の結果、VT
及びPTで割
れは認めら
れない。 

保全実績から
現状の保全が
妥当であると
評価できる。 

横型ポンプ 

保全内容の評価 

○○発電所 ○号機 ○○ポンプ 

部位毎の劣化メカニズムを考慮し、保全内容を評価する。 

保全方式 点検・試験内容 周期＊ 

時間基準 

保全 

分解点検 2C 

非破壊試験 2C 

漏えい試験 1C 

機能・性能試験 1C 

新しい点検計画 

評価結果を基に新しい点検計画を策定する。 

＊：周期の単位 C･･･サイクル 

保全テンプレート 

これを基にＰＤＣＡを
廻す。（保全根拠） 

（故障データ、設備診断データ、点検手入れ前データなどを集積・評価） 

 

（最新知見、情報の取り込み） 

（見直し） 

＜参考＞保全計画の策定について（２） 17 



 １．電気事業者における点検漏れ事象への対応の事例等 

 （２）平成27年低レベル放射性廃棄物のモルタル充填に用いる流量
計における不適切な取り扱い 

18 



事象と原因分析 19 

島根発電所で発生した低レベル放射性廃棄物（LLW）の搬出に先立ち、LLW受入先の日本原燃

が実施した監査にて、ドラム缶にモルタル充填する際に用いる添加水流量計の校正記録につい
て不適切な取り扱いがあった。本件は、実際には校正していないにも関わらず、校正されてい
たかのように記録を作成し、監査に提出していた。 

【業務管理のしくみの問題】 
 流量計の校正はＥＡＭで管理されておらず、点検計画実績管理表も未

作成であったことから、担当者任せとなり、管理者が管理できていなかっ
た。 

 固型化設備は、稼働前に必要な機器の点検・校正が終了していることを
確認する業務手順ではなかった。 

 「固型化設備の管理」記録は、規定通り点検の都度作成されず、結果と
して日本原燃の監査にあわせて作成された。 

【業務運営の問題】 
 管理者が業務管理を適切に行っていなかった。 

    ・作業の進捗を確認・把握していなかった。 

    ・監査資料の確認ができていなかった。 

【問題点１】 
なぜ組織として
未然に防止でき
なかったのか 

【問題点２】 
なぜ担当者は不
正な行為を行っ
たのか 

【意識面の問題】 
 コンプライアンス（不正をしない、ルールを守る）の意識が一人ひとりに

まで十分浸透・徹底していなかった。 

 「報告する文化」「常に問いかける姿勢」の意識が一人ひとりにまで十分
に浸透・徹底していなかった。 

原因分析 



再発防止対策 20 

 

 ＥＡＭで管理していない機器の点検計画管理方法の改善（見える化） 
 固型化設備稼働前の確認プロセスの改善 

 業務に即した手順への見直し 
 ※ これらの対策については、他の設備・手順書等への水平展開を検討・実施 

業務管理のしくみの改善 

再発防止対策 

 

 管理者によるマネジメントの改善 

 内部牽制の強化につながる管理方法の改善 

業務運営の改善 

 

コンプライアンスおよび原子力安全文化醸成活動を以下の対策を含め、一人ひと
りの認識を向上させていくための取り組みを策定し、改善しながら継続実施する。 

 本事案の事例研修を実施 

 「地域に対し一人ひとりが約束を果たし続ける意識」のさらなる向上 

 適切な発注業務管理の推進 

意識面の改善 



２．まとめ 

21 



まとめ 22 

○ 「保全プログラム」に基づく保全活動に対する検査制度は平成21

年1月より導入され、各電力会社が発電所の保守管理を実施して
きている。 

○各社とも、今までの点検実績などをもとに点検計画を作成し、
保守管理を実施してきたが、今回紹介したような保守管理に
関する不適合事象は発生している。 

○中国電力の報告では、「地域・社会からの信頼あってこその
原子力発電所」が考え方の原点とされているが、各社とも同
様の考えの下、発電所運営に取り組んでいる。 

○今後ともＰＤＣＡを廻しながら、現場に即した安全確保の維
持・向上に向けて、より一層の努力を積み重ね、地元・社会
の皆さまから安心いただける発電所運営に繋げて参りたい。 
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